
議案第８５号

小松島市競輪事業臨時従事員の給与等に関する条例の一部を改正

する条例について

小松島市競輪事業臨時従事員の給与等に関する条例（令和元年小松島

市条例第３０号）の一部を別紙のように改正する。

令和５年９月４日提出

小松島市長 中 山 俊 雄
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小松島市競輪事業臨時従事員の給与等に関する条例の一部を改正する

条例

小松島市競輪事業臨時従事員の給与等に関する条例（令和元年小松島市条

例第３０号）の一部を次のように改正する。

別表中「５，１３０」を「５，３７６」に，「５，１６６」を「５，４１

２」に，「５，２０２」を「５，４４８」に，「５，２３８」を「５，４８

４」に，「５，２７４」を「５，５２０」に，「５，３１０」を「５，５５

６」に，「５，３４６」を「５，５９２」に，「５，３８２」を「５，６２

８」に，「５，４１８」を「５，６６４」に，「５，４５４」を「５，７０

０」に，「５，４９０」を「５，７３６」に，「５，５２６」を「５，７７

２」に，「５，５６２」を「５，８０８」に，「５，５９８」を「５，８４

４」に改める。

附 則

この条例は，令和５年１０月１日から施行する。
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